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平成２８年第３回幸田町議会定例会会議録（第１号） 

────────────────────────────────────────────────── 

 議事日程 

  平成２８年９月１日（木曜日）午前９時０７分開議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸報告 

日程第４ 報告第３号 財政健全化判断比率について 

日程第５ 第44号議案 幸田町固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

     第45号議案 教育委員会委員の任命について 

日程第６ 第46号議案 幸田町税条例の一部改正について 

     第47号議案 幸田町国民健康保険税条例の一部改正について 

     第48号議案 財産の取得について（給食用ＰＥＮ樹脂製食器） 

     第49号議案 平成28年度幸田町一般会計補正予算 

     第50号議案 平成28年度幸田町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

     第51号議案 平成28年度幸田町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

     第52号議案 平成28年度幸田町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

     第53号議案 平成28年度幸田町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

     認定第１号 平成27年度幸田町一般会計歳入歳出決算認定について 

     認定第２号 平成27年度幸田町土地取得特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第３号 平成27年度幸田町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第４号 平成27年度幸田町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい 

           て 

     認定第５号 平成27年度幸田町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第６号 平成27年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算 

           認定について 

     認定第７号 平成27年度幸田町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

           いて 

     認定第８号 平成27年度幸田町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第９号 平成27年度幸田町水道事業会計利益の処分及び決算認定について 

日程第７ 決算監査意見の報告 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した案件 

  議事日程のとおり 

────────────────────────────── 

    出席議員（１６名） 

  １番 足 立 初 雄 君  ２番 伊與田伸 吾 君  ３番 稲 吉 照 夫 君 

  ４番 鈴 木 重 一 君  ５番 杉 浦 あきら君  ６番 志 賀 恒 男 君 

  ７番 鈴 木 雅 史 君  ８番 中 根 久 治 君  ９番 酒 向 弘 康 君 



- 2 -

  10番 大 嶽  弘 君  11番 池 田 久 男 君  12番 笹 野 康 男 君 

  13番 丸 山千代子 君  14番 伊 藤 宗 次 君  15番 水 野千代子 君 

  16番 浅 井 武 光 君 

    欠席議員（０名） 

────────────────────────────── 

  地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名 

町 長 大須賀一誠 君 副 町 長 成 瀬  敦 君

教 育 長 小 野 伸 之 君 企 画 部 長 桐 戸 博 康 君

総 務 部 長 山 本 富 雄 君 住民こども部長 山 本 茂 樹 君

健康福祉部長 大 澤  正 君 環境経済部長 伊 澤 正 美 君

建 設 部 長

消 防 長

近 藤  学 君

壁 谷 弘 志 君

教 育 部 長

企 業 立 地 監

小 野 浩 史 君

志 賀 幸 弘 君

総務部次長兼
総 務 課 長

都 築 幹 浩 君
住民こども部次長兼
こ ど も 課 長

志 賀 光 浩 君

健康福祉部次長兼
福 祉 課 長

山 下 明 美 君
健康福祉部次長兼
健 康 課 長

薮 田 芳 秀 君

環境経済部次長兼
産業振興課長

鳥 居 栄 一 君
建設部次長兼
区画整理課長

伊 澤 勝 一 君

教育部次長兼
学校教育課長

羽根渕闘志 君
消 防 次 長 兼
消 防 署 長

長 坂 好 雄 君

会計管理者兼
出 納 室 長

林  敏 幸 君 代表監査委員 山 下 力  君

────────────────────────────── 

  職務のため議場に出席した議会事務局職氏名 

   事 務 局 長 牧 野 洋 司 君 

────────────────────────────── 

○議長（浅井武光君） 皆さん、おはようございます。 

   平成２８年第３回幸田町議会定例会の開会に当たりまして、一言、御挨拶を申し上げ

ます。 

   議員各位には、公私とも御多忙なところ御出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

   本定例会に提出されました議案は、お手元の議案目録のとおり、報告案件１件、人事

案件２件、単行議案３件、平成２８年度補正予算５件、並びに、平成２７年度決算認定

９件、合わせて２０件の重要な案件が提出されております。 

   議会といたしましては、町民生活の安定と福祉の向上のために、十分審議を行いたい

と思います。 

   また、町民の負託に応えるべき努力をしたいと思うところであります。 

   議員各位には、慎重なる審議と円滑な議会運営に格別の御協力をお願いをいたします。 

   ９月に入りまして、朝晩、涼しさを感じるきょうこのごろでありますけれども、日中

は、まだまだ厳しい残暑が続いております。 

   皆様には、くれぐれも御自愛くださいまして、議会に臨んでいただきたいと思います。 

   開会の挨拶とさせていただきます。 

   お諮りいたします。 
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   本日、議場内において、三河湾ネットワーク社が、取材のため、議場内をカメラ撮影

されます。 

   これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（浅井武光君） 異議なしと認めます。 

   よって、議場内のカメラ撮影は、許可することに決定いたしました。 

   定例会招集に当たり、町長の挨拶を行います。 

   町長。 

〔町長 大須賀一誠君 登壇〕 

○町長（大須賀一誠君） 皆さん、おはようございます。 

   本日、ここに平成２８年第３回幸田町議会定例会をお願いいたしましたところ、議員

の皆様方には、何かと御多用の中、早朝より御出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

   また、議員の皆様方におかれましては、平素から、町政各般にわたり、御理解と御支

援をいただいておりますことを、合わせて厚く御礼を申し上げます。 

   ことしの夏は、雨が少なく、大変暑い日が続いており、これからの朝晩の寒暖の差が

激しくなる時期となりますので、議員の皆様方におかれましては、体調管理には、十分

配慮をいただきますよう、お願いをいたします。 

   さて、今定例会に提案させていただきます議案は、報告案件１件、人事案件２件、単

行議案３件、補正予算５件、そして、決算認定９件、合わせて２０件でございます。 

   後ほど、提案理由とその概要につきましては、説明を申し上げますが、いずれもこれ

からの調整を進めるに上において、重要なものばかりでございますので、全議案とも慎

重に御審議の上、御可決、承認を賜りますようお願いを申し上げます。 

   なお、一般質問につきましては、８人の議員の皆様方から通告をいただいております

が、いずれも今後の調整を進める上で、重要な問題ばかりでございますので、真摯に受

けとめ、誠意をもって対応をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。 

   ここで、２件ほど、報告をさせていただきます。 

   平成２４年から本町が被告として提訴しております工作物収去土地明け渡し等請求事

件、町民会館のところでございますけれども、この件につきまして、本裁判については、

昨日の８月３１日、名古屋地方裁判所において、判決の言い渡しがございました。 

   判決内容といたしましては、土地の明け渡し請求のみ原告の言い分が認められ、それ

以外の損害賠償等の請求については、却下、または、棄却の判決が言い渡されました。 

   判決の内容につきましては、昨日の判決のため、今後よく精査し、弁護士ともよく検

討をさせていただきたいと思っております。 

   また、今後の対応につきましては、議員の皆様に御協議をさせていただき、方針を決

定してまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

   もう一点につきましては、連絡でございます。今週末の９月３日土曜日、午後９時か

ら、幸田町総合防災訓練が開催されます。訓練参加５１団体、約５００人の参加を得て、

総合的、かつ、実践的な防災訓練を実施いたします。 

   議員各位におかれましては、御列席いただきますようお願いを申し上げます。 
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   以上、定例会開会に当たっての御挨拶とさせていただきます。よろしくお願いをいた

します。 

〔町長 大須賀一誠君 降壇〕 

○議長（浅井武光君） ここで、総務部長からの発言の申し出がありましたので、発言を許

します。 

   総務部長。 

〔総務部長 山本富雄君 登壇〕 

○総務部長（山本富雄君） 議長のお許しをいただきましたので、発言をさせていただきま

す。 

   平成２７年度決算に係る主要な施策の成果の説明書におきまして、誤りがございまし

た。 

   内容は、正誤表にて記載をさせていただきましたが、一般会計においては、７６ペー

ジの予防接種等実施状況の中で、水痘の欄にて、全年度数字を掲載しており、８５ペー

ジの農業振興費を初め、３ページにおいて、前年度比の数値の誤りであります。 

   また、介護保険特別会計におきましては、１７０ページの居宅介護サービス等給付費

を初め、３ページにおいて、数値の誤りがございました。内容精査が至らなかったこと

につきましておわび申し上げ、訂正をお願い申し上げたいと思います。大変申しわけご

ざいませんでした。 

   以上でございます。 

〔総務部長 山本富雄君 降壇〕 

○議長（浅井武光君） ただいまの出席議員は１６名であります。 

   定足数に達しておりますから、平成２８年第３回幸田町議会定例会は成立いたしまし

た。 

   よって、これより開会をいたします。 

                             開会 午前 ９時０７分 

○議長（浅井武光君） 地方自治法第１２１条の規定により、議案説明のために出席を求め

た理事者、及び、監査委員は、お手元に印刷配付のとおりですから、御了承願います。 

   ただいまから、本日の会議を開きます。 

                             開議 午前 ９時０８分 

○議長（浅井武光君） 議事日程は、お手元に印刷配付のとおりですから、御了承願います。 

────────────────────────────── 

  日程第１ 

○議長（浅井武光君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

   会議規則第１２７条の規定により、本日の会議録署名議員を１０番 大嶽 弘君、１

１番 池田久男君の御両名を指名いたします。 

──────────────○─────────────── 

  日程第２ 

○議長（浅井武光君） 日程第２、会期の決定の件を議題といたします。 

   お諮りいたします。 
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   今期定例会の会期は、本日９月１日から９月２８日までの２８日間といたしたいと思

います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（浅井武光君） 異議なしと認めます。 

   よって、会期は本日９月１日から９月２８日までの２８日間と決定いたしました。 

   なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付の定例会会期日程表のとおり

でありますから、御了承願います。 

──────────────○─────────────── 

  日程第３ 

○議長（浅井武光君） 日程第３、諸報告を行います。 

   例月出納検査５月分、６月分の２件と、財政援助団体等監査１件であります。これは、

お手元に印刷配付のとおりですから、御了承願います。 

   次に、今回の定例会までに受理した請願、陳情は、お手元に配付のとおり陳情４件で

あります。これは、会議規則第９２条の規定により、陳情第４号から陳情第７号までの

４件を、総務教育委員会に附託いたします。 

   以上をもって、諸報告を終わります。 

──────────────○─────────────── 

  日程第４ 

○議長（浅井武光君） 日程第４、報告第３号 財政健全化判断比率等について、報告を求

めます。 

   町長。 

〔町長 大須賀一誠君 登壇〕 

○町長（大須賀一誠君） それでは、議案書の１ページをお開きをいただきたいと存じます。 

   報告第３号 財政健全化判断比率等についてを、説明をさせていただきます。 

   この報告につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律、第３条第１項

及び第２２条第１項の規定に基づいて、監査委員の意見を附して報告をさせていただく

ものでございます。 

   次に２ページをお願いいたします。 

   まず、１、健全化判断比率の４つの指標のうち、実質の赤字比率連結実質赤字比率に

つきましては、黒字となりましたので、数値は計上いたしておりません。 

   次に、実質公債費比率は、過去３年間の平均値であり、本年度は７.３%で、前年度比

０.４%の減となり、早期健全化基準の２５%を下回っております。 

   将来負担比率につきましては、将来負担額以上に、積み立て基金等の充当可能財源が

ありますので、昨年同様、数値は計上されませんでした。 

   また、２の公益費用の資金不足比率につきましては、農業集落排水事業特別会計、下

水道事業特別会計、水道事業会計の３会計全てにおいて黒字となり、数値が計上されま

せんでした。 

   先ほど、説明させていただきました健全化判断比率の４つの指標のうち、数値が一つ

でも基準を上回りますと、早期健全化計画等の作成が義務づけられますが、本町は、全
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て、基準値以下であります。 

   なお、各比率の明細につきましては、議案関係資料１ページから４ページをごらんい

ただきたいと思います。 

   以上、御報告をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〔町長 大須賀一誠君 降壇〕 

○議長（浅井武光君） 報告は終わりました。 

   ここで、暫時休憩といたします。 

                             休憩 午前 ９時１３分 

─────────────── 

                             再開 午前 ９時３８分 

○議長（浅井武光君） 休憩前に戻し、会議を再開いたします。 

   これをもって、報告第３号を終わります。 

──────────────○─────────────── 

  日程第５ 

○議長（浅井武光君） 日程第５、第４４号議案 幸田町固定資産評価審査委員会の委員の

選任について、第４５号議案 教育委員会委員の任命について、以上の２件の一括議題

といたします。 

   朗読は省略し、理事者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

〔町長 大須賀一誠君 登壇〕 

○町長（大須賀一誠君） それでは、議案書の５ページをお開きいただきたいと思います。 

   第４４号議案 幸田町固定資産評価審査委員会の委員の選任についてでございます。 

   中村信清委員が、平成２８年１２月３１日で任期満了になることに伴いまして、その

後任の委員を選任する必要があるためでございます。 

   ６ページをお開きいただきたいと思います。 

   本多幸夫氏、幸田町大字菱池字新田５５番地、昭和２４年７月２７日生まれ、６７歳

を地方税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

   任期は、平成２９年１月１日から３年間でございます。本多氏につきましては、昭和

４８年に幸田町役場に入庁され、税務課長、財政課長などを歴任され、後、会計管理者

を経て、平成２２年３月に退職されたわけであります。 

   また、平成２６年度には、新田区長として地域の自治に貢献されておられます。税務

に関する経験も豊富で、これまで、公務で養われた経験を生かし、公正中立な判断がで

きる方であるとともに、幅広い知識は納税者としての固定資産評価への信頼を確保する

視点において、適任者であると考えております。 

   議案関係資料につきましては、５ページから７ページを御参照いただきたいと存じま

す。 

   続きまして、議案書７ページをお開きいただきたいと思います。 

   第４５号議案 教育委員の任命についてでございます。 

   大須賀勝之委員、及び、杉浦未央委員が、平成２８年９月３０日をもって任期満了と
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なるため、その後任の委員として、平松敏明氏、高橋文代氏にかかる同意を、改正前の

地方教育行政の組織及び運営に関する法律、第４条第１項の規定により求めるものであ

ります。 

   改正前の規定を用いますのは、改正法附則第２条第２項において、経過措置が定めら

れており、現教育長の任期中は、委員の任命に関する規程は、改正前の規定が、なお、

その効力を有するとされているためであります。 

   任期は、平松氏が、平成２８年１０月１日から３年６カ月間、高橋氏が２年６カ月間

であります。 

   これは、改正法附則第４条の教育委員の任期満了の期日が、特定の年にかたよること

のないよう、１年以上４年以内で定めることとされた規定に基づき、任期を定めるもの

でございます。 

   ８ページをお開きいただきたいと存じます。 

   平松敏明氏は、幸田町大字横落字向野８４番地、昭和２４年５月５日生まれ、６７歳

であります。 

   平松氏につきましては、大学卒業後、豊田市立上郷中学校を初めに赴任された小中学

校において、児童生徒の指導育成に当たられ、平成７年、８年度と幸田町立深溝小学校

の教務主任、平成１１年から１５年は、幸田町立豊坂小学校教頭、平成２２年３月には、

岡崎市立下山小学校の校長を最後に定年をされているところでございます。 

   本町の教育振興に長年、尽力されているということでございます。 

   こうした経験から、また、本人の人柄も高潔にして温厚であり、今後の教育行政推進

に誠心誠意取り組んでいただける方として適任者であると考えております。 

   高橋文代氏は、幸田町大字深溝字山ノ入１７番地１２、昭和５０年６月２９日生まれ

の４１歳であります。 

   高橋氏につきましては、平成８年２月に御結婚により本町に転入されました。二男二

女に恵まれ、育児に多忙中な中小学校学級委員、子ども会の役員、地区婦人といった学

校並びに地域活動に参加いただいております。 

   こうした経験から、保護者委員として、今後の教育行政推進に誠心誠意取り組んでい

ただける方として、適任者であると考えております。 

   なお、議案関係資料につきましては、８ページから１２ページでございます。 

   以上、提案理由の説明とさせていただきまして、御可決、御承認、御同意を賜ります

よう、お願いを申し上げます。 

〔町長 大須賀一誠君 降壇〕 

○議長（浅井武光君） 提案理由の説明は終わりました。 

   ここで、途中ではありますが、１０分間の休憩といたします。 

                             休憩 午前 ９時４４分 

─────────────── 

                             再開 午前 ９時５４分 

○議長（浅井武光君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

   これより、質疑を行います。 
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   質疑の方法は、会議規則第５５条、及び、第５６条の規定により、１議題につき１５

分以内とし、質疑の回数制限はありませんので、よろしくお願いをいたします。 

   理事者の答弁時間の制限はありませんが、議員の発言時間の制限に鑑み、簡明なる答

弁をお願いいたします。 

   初めに、第４４号議案の質疑を許します。 

   ありませんか。 

   以上で、第４４号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第４５号議案の質疑を許します。 

   １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 今回、２人がかわられるわけでありますけれども、その任期につ

いてお伺いをいたします。 

   特定の年にかたよらないようにということでありますが、提案されております平松敏

明氏については、どれだけか、また、次の高橋文代氏については、どれだけか、就任日

と任期満了までの月日をお尋ねしたいと思います。 

○議長（浅井武光君） 教育部長。 

○教育部長（小野浩史君） 今回の教育委員の任命につきまして、任期のことでございます

けれども、平松氏が、平成２８年１０月１日から３年６カ月、それから、高橋氏が同じ

く１０月１日から２年６カ月であります。 

   これは、今回の地方教育行政の法律の改正によりまして、任期満了の期日が特定の年

にかたよることのないようにということで、１年以上４年以内で定めるということにな

って、１年交代をするというような仕組みにすることによりまして、今回、お一人は３

年、それから、お一人は２年６月、３年６月と２年６月というような形の任期の設定を

して任命をさせていただくということでございます。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） ですから、お聞きしたように、３年６カ月と２年６カ月あるわけ

ですので、その満了の日をお答えいただきたい、そういうことでございます。 

○議長（浅井武光君） 教育部長。 

○教育部長（小野浩史君） 恐縮でございます。 

   ３年６カ月の平松氏の終わりの時期でありますが、平成３２年３月３１日、それから、

高橋氏の終期が平成３１年３月３１日ということであります。 

○議長（浅井武光君） ほかにありませんか。 

   以上で、第４５号議案の質疑を打ち切ります。 

   これをもって、質疑を終結いたします。 

   ここで、委員会付託の省略について、お諮りをいたします。 

   ただいま、議題となっております、第４４号議案、及び、第４５号議案を会議規則第

３９条第３項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。 

   これに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（浅井武光君） 異議なしと認めます。 
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   よって、ただいま議題となっております議案は、委員会への付託を省略することに決

定いたしました。 

   これより、ただいま議題となっております２議案について、討論に入ります。 

   まず、原案に反対の方の発言を許します。 

   反対討論ありませんか。 

   反対討論なしと認め、反対討論を打ち切ります。 

   次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

   賛成討論ありませんか。 

   賛成討論なしと認め、賛成討論を打ち切ります。 

   これをもって、討論を終結いたします。 

   これより、採決をいたします。 

   採決の方法は、起立によって行います。 

   まず、第４４号議案 幸田町固定資産評価審査委員会の委員の選任についてを、原案

どおり同意するに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（浅井武光君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第４４号議案は、原案どおり同意することに決しました。 

   次に、第４５号議案 教育委員会委員の任命についてを、原案どおり同意することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（浅井武光君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第４５号議案は、原案どおり同意することに決しました。 

   ここで、暫時休憩といたします。 

                             休憩 午前１０時００分 

─────────────── 

                             再開 午前１０時０４分 

○議長（浅井武光君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

──────────────○─────────────── 

  日程第６ 

○議長（浅井武光君） 日程第６、第４６号議案から認定議案第９号までの１７件を一括議

題といたします。 

   朗読は省略し、理事者の提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

〔町長 大須賀一誠君 登壇〕 

○町長（大須賀一誠君） それでは、単行議案第４６号議案から、第４８号議案までの３件

について、提案理由の説明をさせていただきます。 

   議案書９ページをお願いいたします。 
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   第４６号議案 幸田町税条例等の一部改正についてでございます。 

   提案理由といたしましては、地方税法等の一部を改正する等の法律等の施行に伴い必

要があるからであります。 

   改正の主な概要につきまして、第１条関係では、個人町民税の関係については、附則

第６条の改正にて、適切な健康管理のもとで、医療用医薬品からの代替を勧める観点か

ら、定期健康診断などを受けているものが、平成３０年度分から３４年度分までの間の

住民税の算出において、これまでは、医師の判断でしか使用できなかった医薬品を、薬

局で買えるようにした医薬品の購入費用のうち、１万２,０００円を超える額について、

８万８,０００円を限度に所得控除できる制度を創設するものであります。 

   施行期日は、平成３０年１月１日からでございます。 

   また、附則第２０条の２の改正は、台湾との間で租税条約に相当する枠組みを構築す

るため、日台民間租税取り決めの実施に伴い所得税法等の一部を改正する法律の改正に

合わせて、特例適用利子等、また、特例適用配当額については、取り決めの上、特別徴

収されなくなるため、当該所得を有するものに対し、当該特例適用利子等の額、または、

特例適用配当等の額に係る所得を１００分の３の税率で、申告分に課税する規定を設け

るものであります。 

   施行期日は、平成２９年１月１日でございます。 

   次に、固定資産税の関係につきましては、附則第１０条の２の改正にて、再生可能エ

ネルギー発電設備に係る特例措置の変更及び適用期限を、平成３０年３月３１日まで２

年延長する改正を行うものであります。 

   特例措置変更の主な内容は、太陽光発電設備について、平成２８年３月３１日までは、

売電を目的とした発電設備を対象としていましたが、今年度からは、自家消費型の発電

設備を対象とすることとなったものであります。 

   施行期日は、公布の日からでございます。 

   次に、軽自動車税の関連につきまして、附則第１６条の改正にて、平成２８年度課税

から、１年限りで導入された軽自動車税のグリーン化特例による経過に係る特例措置の

適用期限を、１年延長する改正を行うものであります。 

   施行期日は、平成２９年４月１日からでございます。 

   次に、延滞金につきましては、第２１条、第４１条、第４５条、第４７条の改正にて、

個人町民税と法人町民税に関して、申告後に軽減更正され、その後に増額更正、または、

増額修正申告があった場合には、増額更正、または、増額修正申告までの期間を本人の

不利とならないように延滞金の計算期間から控除して、計算することとする改正を行う

ものであります。 

   施行期日は、平成２９年１月１日からでございます。 

   次に、個人番号につきましては、第４８条、第１２５条の３の改正にて、個人番号の

利用の取り扱いを一部見直す方針を国が示したことを踏まえ、町民税及び特別土地保有

税の減免の申請書に個人番号を記載しないこととする改正を行うものであります。 

   施行期日は、公布の日からでございます。 

   次に、第２条関係につきましては、平成２７年幸田町条例第２０号の幸田町税等の一
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部を改正する条例の附則第５条につきましては、今回の第１条の改正に伴う字句及び条

項の整理をするものであります。 

   第２条の施行期日につきましては、附則第５条７項の一部に限り、平成２９年１月１

日とし、そのほかにつきましては、公布の日とするものであります。 

   議案関係資料は、１３ページから３７ページでございますので、御参照いただきたい

と存じます。 

   続きまして、議案書１９ページをお願いいたします。 

   第４７号議案 幸田町国民健康保険税条例の一部改正でございます。 

   提案理由につきましては、所得税法の一部を改正する法律の施行に伴い、必要がある

からであります。 

   議案書２０ページをお開きください。 

   改正の主な概要につきましては、日台民間租税取り決めの実施に伴い、市町村民税で、

分離課税される特例適用利子等の額、または、特例適用配当等の額を国民健康保険税の

所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得金額に含めるため、附則第９項の次に、新

たに２つの項を加えるものであります。 

   施行期日は、平成２９年１月１日からでございます。 

   議案関係資料は、３８ページから４０ページでございます。 

   御参照いただきますように。 

   続きまして、議案書２３ページ、第４８号議案 財産の取得についてでございます。 

   財産を取得するため、幸田町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に

関する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 

   提案理由は、給食用のＰＥＮ樹脂製の食器の取得に伴い、必要があるからでございま

す。 

   議案書の２４ページをお願いいたします。 

   物品の概要は、小学校の給食用に用いるＰＥＮ樹脂製の食器、飯碗、汁椀、各仕切皿

をそれぞれ３,０００枚、合計９,０００枚を購入するものであります。 

   納入場所は、幸田町大字菱池字桜塚１８０番地、契約金額は、９６７万７,８８０円

でございます。 

   契約のほうは、８社による指名競争入札を７月１９日に実施し、契約の相手方は、豊

橋市富久縞町字梅村４０番地の１、丸天産業株式会社、代表取締役、伊藤範幸でござい

ます。 

   議案関係資料は、４１ページから４６ページでありますので、御参照いただきたいと

存じます。 

   訂正を１件させていただきます。納入場所は、桜塚でございますので、一つよろしく

お願いいたします。 

   単行議案につきましては、以上でございまして、次に、平成２８年度幸田町一般会計

補正予算に移りたいと思います。 

   初めに、第４９号議案 平成２８年度幸田町一般会計補正予算（第３号）につきまし

て、補正予算書１ページをお願いをいたします。 
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   第１条、歳入歳出の予算の補正でありますが、歳入歳出それぞれ３億２,１５７万５,

０００円を追加し、歳入歳出の予算総額を歳入歳出それぞれ１４６億６,１３０万６,０

００円とするものでございます。 

   それでは、主な内容について、御説明を申し上げます。 

   まず、歳入につきまして、補正予算説明書８ページをお開きいただきたいと思います。 

   まず、１０款の町税につきましては、固定資産税の償却資産分につきまして、自動車

関連企業の償却資産において、確かな本町への大規模な移動があったことにより、追加

するものであります。 

   次に、５５款国庫支出金につきましては、個人番号カードの交付等に伴う補助金を追

加するものであります。 

   また、自動走行関連技術による新産業創出の調査検討のため、地方創生推進交付金を

追加するものでございます。 

   また、介護施設に対する介護ロボット等導入支援として、地域介護福祉空間整備推進

交付金を新規計上するものであります。 

   次に、７０款寄附金につきましては、ふるさと寄附金におきまして、６月議会におき

ましても補正予算を議決いただきましたが、さらに追加するものでございます。 

   次に、７５款の繰入金につきましては、財政調整基金繰入金を減額し、全体を調整す

るものでございます。 

   また、介護給付費等の過年度分清算に伴い、介護保険特別会計からの繰入金を追加す

るものであります。 

   次に、８０款繰越金につきましては、予算現額に対し、６億４,９２４万２,０００円

の超過となりましたので、その全額を追加するものであります。 

   次に、８５款諸収入につきまして、自動走行関連技術による新産業創出の調査検討に

協力の得られる企業からの協力金を追加するものでございます。 

   続きまして、歳出に説明をさせていただきます。 

   １２ページをお開きいただきたいと存じます。 

   まず、１５款の総務費につきましては、総務管理費におきまして、ふるさと寄附業務

の委託料を追加し、また、出納室職員の欠員等に伴い嘱託職員の報酬、及び、共済費を

新規計上するものであります。 

   また、自動走行技術による新産業創出のための調査検討を行うための委託料を新規計

上するものであります。 

   また、戸籍住民基本台帳費につきましては、通知カード及び個人番号カード関連事務

に係る地方公共団体情報システム機構への交付金を追加するものであります。 

   次に、２０款民生費につきましては、社会福祉費におきまして、介護従事者の負担軽

減を図るため、介護施設への介護ロボット導入の補助金を新規計上し、また、地域支援

事業の過年度分清算に伴い、介護保険特別会計への繰出金を追加するものであります。 

   次に、２５款衛生費につきましては、清掃費におきまして、一般廃棄物最終処分場内

の浸出水処理施設管理棟屋内にある太陽光発電に必要な施設であるパワーコンディショ

ナーの修繕工事費を新規計上するものであります。 
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   次、１４ページでお願いをいたします。 

   ３５款の農林水産業費につきましては、農地費におきまして、農業集落排水事業特別

会計への繰出金を減額するものであります。 

   次に、４５款土木費につきましては、道路橋梁費におきまして、地元要望による生活

道路等整備工事を追加するものであります。 

   また、都市計画費におきましては、下水道事業特別会計への繰出金を減額するもので

あります。 

   次に、５５款教育費につきましては、教育総務費におきまして、教育施設整備基金へ

の積立金を追加するものであります。 

   ６５款公債費におきましては、昨年度に借り入れをいたしました減収補てん債の繰上

償還のため、町債元金償還金を追加するものであります。 

   以上が、平成２８年度幸田町一般会計補正予算第３号でございます。 

   次に、第５０号議案 平成２８年度幸田町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

でございます。 

   説明させていただきます。 

   補正予算書１７ページをお願いいたします。 

   歳入歳出それぞれ５,３５６万８,０００円を追加し、歳入歳出の予算総額を歳入歳出

それぞれ３８億４,９９５万６,０００円とするものでございます。 

   補正予算説明書２４ページをお開きください。 

   歳入につきましては、財政調整基金繰入金を減額し、金額の確定により、前年度繰越

金を追加するものであります。 

   次に、歳出につきましては、補正予算説明書２６ページをお願いいたします。 

   基金積立金におきまして、財政調整基金積立金を追加し、諸支出金におきまして、過

年度分の清算により、療養給付費等負担金返還金を追加するものであります。 

   続きまして、第５１号議案 平成２８年度幸田町介護保険特別会計補正予算（第１

号）につきまして、説明をさせていただきます。 

   補正予算書２９ページをお願いいたします。 

   歳入歳出それぞれ１,２３８万１,０００円を追加し、歳入歳出の予算総額を歳入歳出

それぞれ１８億４,７８６万４,０００円とするものでございます。 

   補正予算説明書につきましては、３６ページをお開きいただきたいと思います。 

   次に、歳入につきましては、過年度分の地域支援事業の清算金、及び、前年度繰越金

の金額の確定により、それぞれ追加し、財源調整のため、介護給付費準備基金繰入金を

減額により全体調整するものでございます。 

   次に、歳出につきましては、補正予算説明書３８ページをお願いいたします。 

   諸支出金につきまして、過年度清算に基づく国庫支出金等の返還金繰出金につきまし

て、介護給付費負担金等の過年度分の金額確定により、それぞれ追加するものでありま

す。 

   続きまして、第５２号議案 平成２８年度幸田町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第１号）につきまして、説明をさせていただきます。 
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   補正予算書４１ページをお願いいたします。 

   今回の補正は、歳入のみでありまして、歳入歳出の予算総額に変更はございません。

補正予算説明書４４ページをお開きいただきたいと存じます。 

   補正の内容といたしましては、前年度繰越金を追加し、一般会計からの繰入金を同額

減額するものであります。 

   続きまして、第５３号議案 平成２８年度幸田町下水道事業特別会計補正予算（第１

号）につきまして、説明をさせていただきます。 

   補正予算書の４７ページでございますけれども、歳入歳出それぞれ１,５００万円を

追加し、歳入歳出の予算総額を歳入歳出それぞれ７億６,２４６万７,０００円とするも

のであります。 

   補正予算説明書５４ページをお願いいたします。 

   歳入につきましては、国庫補助金及び前年度繰越金を追加し、一般会計繰入金の減額

で全体を調整するものであります。 

   歳出につきましては、補正予算説明書５６ページをお願いいたします。 

   下水道建設事業費におきまして、実施設計業務により委託料を追加するものでござい

ます。 

   補正予算につきましては、以上でございます。 

   続きまして、認定第１号から認定第９号までの決算認定について、地方自治法第２３

３条第３項及び地方公営企業法第３０条第４項の規定により、本議会に付するものでご

ざいます。 

   一般会計から、順次、説明を申し上げたいと思います。 

   別冊の平成２７年度愛知県額田郡幸田町各会計決算書及び平成２７年度決算に係る主

要な施策の成果の説明書をごらんいただきたいと思います。 

   まず、認定第１号 平成２７年度幸田町一般会計歳入歳出決算認定についてでござい

ます。 

   詳細につきましては、決算書及び主要の施策の成果の説明書のとおりでございますが、

決算書の１７２ページをごらんいただきたいと存じます。 

   歳入決算総額１４３億７,４１０万６,０００円、歳出総額１３３億６,２２３万７,０

００円、差引額１０億１,１８６万９,０００円となりました。 

   平成２７年度につきましては、繰越明許費による翌年度への繰り越しすべき財源が、

３,９８３万４,０００円でありましたので、実質収支額につきましては、９億７,２０

３万５,０００円となっております。 

   決算額の増減の大きな品目につきまして、説明をさせていただきます。 

   初めに、歳入についてでございますが、決算書の１８ページから６７ページでござい

ます。 

   並びに、主要な施策の成果の説明書２１ページからごらんいただきたいと存じます。 

   平成２７年度の税収総額は、７７億４,９２７万６,０００円、前年度対比１５億５,

０６０万５,０００円、マイナス１６.７％の減収となりました。 

   決算書１８ページからごらんいただきたいと存じます。 
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   １０款町税では、町民税個人分は、給与所得者の納税義務者数の増加や、１人当たり

の給与所得の増加により、前年度比６,８０２万９,０００円、２.８％の増収、法人分

につきましては、自動車関連企業の特別な要因により、納付額が激減したことにより、

法人税額の一部、また、その法人税額の一部国税化により、税率が１２.３％から９.

７％へ引き下げられたことにより、前年度比１５億４,０９３万２,０００円、７５.

２％の減収となったわけであります。 

   町民税全体では、２９億７,７６２万５,０００円であります。 

   前年度比１４億７,２８０万３,０００円、３３.１％の減減収となりました。固定資

産税につきましては、土地分については、地価の上昇傾向に伴う路線価の上昇及び負担

調整措置等により前年度比３,１５０万７,０００円、２.４％の増収となりました。 

   家屋分については、評価替による減価が大きく影響し前年度比５,５６２万２,０００

円、４.３％の減収となりました。 

   償却資産分につきましては、設備投資の減少から、全年度比４,７１９万５,０００円、

３.０％の減収となり、交付金を含む固定資産税全体では、４１億１,９５１万４,００

０円で、前年度比７,４５６万５,０００円、１.８％の減収となりました。 

   そのほか、軽自動車税、たばこ税、入湯税、都市計画税につきましては、総額で６億

５,２１３万７,０００円となり、前年度比３１３万７,０００円の減収となりました。 

   次、２０ページからごらんいただきたいと思います。 

   １５款の地方譲与税につきましては、１億３,４０９万３,０００円で、地方揮発油譲

与税等の増により、前年度に比べ５.３％の増となりました。 

   次、２２ページからごらんいただきたいと思います。 

   ２０款利子割交付金から、２６ページにわたります３３款地方特例交付金までの各種

交付金につきまして、自動車取得税交付金、消費税率の引き上げによる地方消費税交付

金等の増加により、交付額は、増額で９億９,１７０万８,０００円となり、前年度に比

べ３億３,１５１万円の増加となりました。 

   次は、２６ページからでございます。 

   ３５款の地方交付税につきましては、全額が特別交付税で経済危機対策などにより、

２,５４０万７,０００円が交付されました。 

   次に、２８ページお願いをいたします。 

   ４０款の交通安全対策特別交付金につきましては、５４８万円で前年度に比べ８.

６％の増となりました。 

   次に、４５款の分担金及び負担金につきましては、保育料保護者負担金と養護老人ホ

ームの入所に係る本人及び扶養義務者負担金が主なもので、２億４,３２２万８,０００

円で、保育料保護者負担金のつけかえにより、前年度に比べ１４.２％の増となりまし

た。 

   次に、５０款使用料及び手数料につきましては、塵芥処理手数料、公営住宅使用料、

駐車場使用料などが主なもので、２億２,１１３万円で前年度に比べ１.８％の減となり

ました。 

   次に、３４ページからをごらんいただきたいと思います。 



- 16 -

   ５５款国庫支出金につきましては、１１億２,６６７万３,０００円で、前年度比８.

８％の増となりました。 

   主な要因といたしましては、マイナンバー関連の補助金と緊急支援交付金等の増によ

るものであります。 

   次は、３８ページからごらんいただきたいと思います。 

   ６０款県支出金につきましては、７億２,０５４万円で、７.６％の増となりました。 

   主な要因は、再生可能エネルギー等導入推進基金事業費補助金と多面的機能支払交付

金等の増によるものでございます。 

   次は、４８ページをお願いいたします。 

   ６５款の財産収入につきましては、１,７０４万５,０００円で、４７.５％の大幅な

減となりました。 

   主な要因は、不動産の売払収入の減によるものでございます。 

   次に、７０款の寄附金につきましては、２４１万９,０００円で文化振興事業のため

の指定寄附採納分等でございます。 

   次は、５０ページをお願いいたします。 

   ７５款の繰入金につきましては、基金取り崩し、他会計からの繰入を行いませんでし

た。 

   次は、５２ページをお願いいたします。 

   ８０款の繰越金につきましては、８億２,３０６万７,０００円となり、前年度比７５

７万８,０００円の増となりました。 

   次は、５４ページでございます。 

   ８５款の諸収入につきましては、預託回収金、保育所、小中学校の給食費の実費徴収

金など、他の項目に属さない収入で、５億９,１０４万円で、二酸化炭素排出抑制対策

事業費等補助金等の増により、前年度に比べ１６.７％の増となりました。 

   次は、６４ページをお願いいたします。 

   ９０款町債につきましては、１７億２,３００万円で、消防救急無線デジタル化整備

事業と減収補填債の借り入れを行ったものでございます。 

   次に、歳出に移ります。 

   主なものを説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

   歳出につきましては、その概要を性質別に説明させていただきたいと思いますので、

主要な施策の成果の説明書の１４ページ、１５ページをお開きいただきたいと存じます。 

   まず、性質別の義務的経費でありますが、人件費は全体で３１億６,２４９万７,００

０円となりまして、０.７％の増で、ほぼ前年並みとなりました。 

   扶助費につきましては、１７億８,２５７万３,０００円で、３.８％の減となりまし

た。 

   これは、子育て世帯臨時特例給付金、子育て支援減税手当臨時福祉給付金等の廃止、

または、縮小により減額となったことによるものであります。 

   次に、公債費、１０億８,８８３万１,０００円で、１４.７％の減となりました。 

   これは、町民会館や図書館の償還が終了したことなどによるものでございます。 
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   次に、物件費は、２４億６,９１０万８,０００円、１２.５％の増となりました。こ

れは、マイナンバー制への対応に伴うシステム改修委託業務の増が主な要因となってお

ります。 

   次に、維持補修費につきましては、町民会館及び町民プールの維持補修の増加などに

より、３億１,８３５万５,０００円で、２８.１％の増となり、補助費等につきまして

は、町税還付金の増加等により、１６億８,６０６万１,０００円で、１３.９％の増と

なりました。 

   次に、積立金につきましては、５,８３４万５,０００円で８８.６％の減となりまし

た。これは、前年度は、教育施設整備基金への積み立てを行いましたが、今年度は行わ

なかったことによるものでございます。 

   次に、普通建設事業につきまして、１２億１,９４２万６,０００円で、前年度に比べ

５０.４％の増となりました。 

   主なものとしましては、国庫補助事業分として、倉添橋等における橋梁修繕等、幸田

中学校、南部中学校、及び、役場庁舎における太陽光発電設備の設置、神山、及び、深

溝住宅における外壁断熱化等整備、町道長嶺１号線の舗装などを実施しました。 

   また、国庫補助金補助事業以外の単独事業では、岡崎市一般廃棄物中間処理施設建設

費負担金、消防救急無線デジタル化整備、生活道路の整備、斎場建設負担金、幸田駅西

駐車場用地取得などを実施いたしました。 

   なお、次世代産業創出事業で、８,０００万円、電算運営ネットワーク改修事業で４,

４００万円、臨時福祉給付金事業で９,７８９万１,０００円、道路新設改良物件補修等

事業で、６５４万１,０００円を、平成２８年度へ繰越明許をいたしました。 

   最後に、財政指標につきましてでございます。 

   主要な施策の成果の説明書の１８ページをお開きいただきたいと思いますけれども、

まず、単年度の財政力指数でありますが、分子であります基準財政収入額の増加により、

１.２２から１.２５となり、０.０３ポイントの上昇となりました。 

   経常収支比率につきましては、８２.０％から８０.４％となり、１.６ポイントを改

善いたしました。 

   その要因といたしましては、分母である計上一般財源につきまして、町民税法人割の

大幅な落ち込みにより、大幅な減となりました。 

   減収補てん債を起債したことにより、増加したことが主な要因であります。 

   実質公債比率は７.７％から７.３％と０.４ポイントの減少となりました。これは、

分母である標準財政規模が６億３,０００万円ほど増加したことなどにより、改善した

ものであります。 

   一般会計の決算概要でございます。よろしく御審議のほど、お願いいたします。 

   続きまして、特別会計に移りたいと思います。 

   認定第２号 平成２７年度幸田町土地取得特別会計歳入歳出決算認定についてでござ

います。 

   決算書の１７５ページから１９２ページ、並びに、主要な施策の成果の説明書は、１

２７ページからをごらんいただきたいと存じます。 
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   歳入決算総額３,１８６万７,０００円、歳出決算総額３,１８６万７,０００円で、差

引額はゼロであります。 

   歳入につきましては、財産の売り払いがありませんでしたので、一般会計からの繰入

金と基金から生じた利子が主なもので、前年対比６０.５％の減となりました。 

   歳出につきましては、公共用地の先行取得として、三ヶ根駅前の土地取得費が主なも

のでございます。 

   続きまして、認定第３号 平成２７年度幸田町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定についてでございます。 

   決算書の１９５から２４０ページでございます。 

   施策の成果につきまして、１３９ページからでごらんいただきたいと思います。 

   歳入決算総額３７億１,５６３万６,０００円、歳出決算総額３６億８５５万６,００

０円で、差引額１億７０８万円でございます。 

   歳入につきましては、前期高齢者交付金、共同事業交付金の増加などにより、歳入総

額で、前年対比４億２,７９４万８,０００円、１３％の増となりました。 

   歳出につきましては、総務費や療養諸費、高額療養費の増加などにより、歳出総額で

前年対比の４億７３０万７,０００円、１２.７％の増となりました。 

   続きまして、認定議案第４号 平成２７年度幸田町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算認定についてでございます。 

   決算書の２４３ページから２６６ページでございます。 

   施策の成果につきましては、１５７ページからをごらんいただきたいと存じます。 

   歳入決算総額は、３億２,９０３万８,０００円、歳出決算総額３億２,８０７万円で、

差引額は、９６万８,０００円となりました。 

   歳入につきましては、加入者増により、保険料の増加や保険基盤安定繰入金の増加な

どにより歳入総額で、前年度比２,７９１万３,０００円、９.３％の増となりました。 

   歳出につきましては、後期高齢者医療広域連合納付金の増加などにより、歳出総額で、

前年度対比２,６９４万７,０００円、８.６％の増となりました。 

   続きまして、認定第５号 平成２７年度幸田町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて説明をさせていただきます。 

   決算書の２６９ページから３０８ページとなります。 

   施策の成果は１６５ページからでございます。 

   歳入決算総額１６億１,５４１万円、歳出決算総額１５億６,２２４万８,０００円で、

差引額５,３１６万２,０００円となりました。 

   歳入の主な内容は、保険料の改定及び被保険者数の増加により、第１号被保険者保険

料が４億１,０９１万３,０００円、国県支出金及び社会保険診療報酬支払基金交付金の

総額が、８億９,８３９万４,０００円、一般会計からの繰入金が２億４,８４３万３,０

００円となり、歳入総額で前年度対比７,６５６万９,０００円、５％の増となりました。 

   次に、歳出につきましては、介護保険サービス利用者の増により、増加した介護給付

費及び審査支払手数料全体で、１４億４,５８９万４,０００円、要介護認定に係る経費

として、１,９５０万２,０００円、一般管理費賦課徴収事務を合わせて２,４８２万７,
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０００円、地域支援事業費として４,２８４万５,０００円となり、繰出総額で前年度対

比８,００１万６,０００円、５.４％の増となりました。 

   続きまして、認定第６号 平成２７年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計歳

入歳出決算認定についてでございます。 

   決算書は、３１１ページから３３０ページ、施策の成果につきましては、１７９ペー

ジからでございます。 

   歳入決算総額は、３億３,２８９万１,０００円、歳出決算総額は、３億１,４８９万

１,０００円で、差引額１,８００万円となりました。 

   これは、翌年度へ繰り越すべき財源として、繰越明許費に充当するものでございます。 

   歳入につきまして、主な内容は、都市計画道路整備等に係る国県支出金が１億２,６

５８万円、一般会計からの繰入金が、１億４,１０１万１,０００円、繰越金が８３２万

９,０００円、町債が５,６９０万円、歳入総額で前年度対比１億２,５０１万２,０００

円、６０.１％の増となりました。 

   歳出につきましては、人件費を初めとする総務管理費として、１,１１３万２,０００

円、業務委託等道路整備及び移転補償費等の土地区画整理事業費が２億３,６６８万８,

０００円、公債費が６,４０７万１,０００円となり、歳出総額で、前年対比１億１,５

３４万１,０００円、５７.８％の増となりました。 

   なお、国の補正を受けまして、工事費３,３００万円を繰越明許といたしております。 

   次に、認定議案第７号 平成２７年度幸田町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

認定でございます。 

   決算書は、３３３ページから３５２ページ、並びに、主要な施策の成果につきまして

は、１８７ページからでございます。 

   歳入決算総額３億８,４１４万８,０００円、歳出決算総額３億７,５２０万円で、差

引額８９４万８,０００円となりました。 

   歳入の主な内容は、新規加入者２９件の受益者分担金が１,２７８万１,０００円、排

水処理施設使用料が、８,６４９万５,０００円、繰越金が９８７万２,０００円、一般

会計からの繰入金が２億７,５００万円となりまして、歳入総額で前年度対比３４５万

２,０００円、０.９％の増となりました。 

   続きまして、歳出でありますけれども、歳出につきましては、職員一人分の人件費を

初めとする総務管理費１,５４６万３,０００円のほか、維持管理費として処理場の施設

管理、保守点検委託、管路等の維持補修を行い、２億２５４万９,０００円、公債費が、

１億５,７１８万８,０００円となりまして、歳出総額で前年度対比４３７万６,０００

円、１.２％の増となりました。 

   次に、認定議案第８号 平成２７年度幸田町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついてでございます。 

   決算書の３５５ページから３７８ページ、施策の成果につきましては、１９５ページ

からでございますから御参照いただきたいと思います。 

   歳入決算総額は、７億３,８４４万１,０００円、歳出総額７億２,７６０万８,０００

円、差引額１,０８３万３,０００円となりました。 
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   歳入の主な内容は、受益者負担金が５４８万９,０００円、下水道の使用料が、新規

接続増加により２億３,７７３万円、国庫支出金が事業費の減によりまして、２,７９５

万円、一般会計からの繰入金が４億２,５００万円、町債を３,１００万円借り入れし、

歳入総額で前年度対比３,１３６万２,０００円、４.１％の減となりました。 

   続きまして、歳出でございます。 

   職員４人分の人件費を初めとする総務管理費５,６６８万７,０００円、ほかに浄化セ

ンター利用に伴う汚水処理費負担金などの維持管理費が１億５,６５９万８,０００円、

下水道建設事業が区画整理地区の整備費の減少により、１億７,１９７万７,０００円、

公債費が３億４,２３４万５,０００円となりまして、歳出総額で、前年度対比３,１０

６万６,０００円、４.１％の減となりました。 

   次に、認定第９号 平成２７年度幸田町水道事業会計利益の処分及び決算認定につい

てでございます。 

   決算書の３９１ページから４３１ページ、並びに、主要な施策の成果の説明書２２７

ページからをごらんいただきたいと思います。 

   収益的収入及び支出につきましては、営業収益など８億２,００７万７,０００円の収

入に対し、営業費用など６億６,２６２万３,０００円を支出した結果、１億５,７４５

万４,０００円の収支差し引きとなりました。 

   なお、損益計算上の当期純利益は、１億３,７４４万２,０００円となり、前年度の繰

越利益剰余金やその他未処分利益剰余金変動額を加え、２億２,１９０万２,０００円の

未処分利益剰余金となりました。 

   このうち、剰余金処分計算書案に示したとおり、未処理分利益剰余金から１億３,３

２３万３,０００円を資本金に組み入れ、建設改良積立金に４,０００万円を積み立て、

残高４,８６０万８,０００円を翌年度繰越利益剰余金として、繰り越す予定をいたして

おります。 

   また、資本的収入及び支出につきましては、工事負担金収入等に対して、建設改良等

支出した結果、収支差し引き２億９,８３７万７,０００円の不足となり、これは、減債

積立金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額並びに損益勘定留保資金で補

填をいたしました。 

   以上、平成２８年度の第３回幸田町が定例会に提案いたしました単行議案３件、補正

予算５件、決算認定９件につきましての提案理由の説明をさせていただきました。慎重

審議の上、全議案可決承認を賜りますようお願い申し上げます。 

   ありがとうございました。 

〔町長 大須賀一誠君 降壇〕 

○議長（浅井武光君） これをもって、提案理由の説明は終わります。 

   ここで、途中ではありますけれども、１０分間の休憩といたします。 

                             休憩 午前１０時５５分 

─────────────── 

                             再開 午前１１時０５分 

○議長（浅井武光君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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──────────────○─────────────── 

  日程第７ 

○議長（浅井武光君）日程第７ 決算審査意見の報告を行います。 

   山下 力代表監査委員から、決算審査意見の報告をお願いします。 

   代表監査委員。 

〔代表監査委員 山下 力君 登壇〕 

○代表監査委員（山下 力君） 御指名でございますので、報告をさせていただきます。 

   去る７月２７日から８月１２日までの実質７日間にわたり行いました、平成２７年度

の決算審査の結果について申し上げます。 

   平成２７年度幸田町一般会計、各特別会計、歳入歳出決算、及び、基金運用状況、並

びに、水道事業会計決算の審査に当たっては、町長から提出された決算書、決算に関す

る附属書類、証書類、及び、各課等から提出された資料等を照合し、合わせて、関係職

員の説明を求め聴取するとともに、定期監査、例月出納検査等の結果も参考とし、係数

の正確性、事務所の成否、予算執行上の適否等について審査を実施いたしました。 

   審査の結果につきましては、審査に付された各会計の歳入歳出決算書等はいずれも関

係法令等に準拠して作成されており、その係数が正確であり、予算の執行はおおむね適

正であると認められました。 

   審査の総括的意見といたしましては、お手元に配付させていただきました決算審査意

見書の１８ページ、第６むすびに記載させていただいておりますので、ごらんいただき

たいと存じます。 

   それでは、その朗読をもって報告にかえさせていただきます。 

   第６むすび、平成２７年度幸田町一般会計、各特別会計、基金運用状況及び水道事業

会計の決算審査の概要は前述のとおりであり、ここに総括的な意見を付して本審査のむ

すびとする。 

   平成２７年度の決算における一般会計と各特別会計の決算総額は、歳入２１５億２,

１５４万円、歳出２０３億１,０６８万円で、前年度と比較し歳入が１２億１,９５９万

円（６.０％）、歳出が１０億２,４６３万円（５.３％）と、それぞれ増加となってい

る。 

   歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は１２億１,０８６万円で、翌年度

へ繰り越す財源の５,７８３万円を差し引いた実質収支は１１億５,３０３万円の黒字、

単年度収支においても１億３,９２６万円の黒字となっている。 

   一般会計の歳入は、総額１４３億７,４１１万円で、前年度と比較し６億３,８８１万

円の増加となっているが、町税としては７７億４,９２８万円、前年度と比較し１５億

５,０６０万円（１６.７％）の大幅な減収となった。 

   町民税のうち、法人町民税は大手１社の納付額が大幅に減少したことや法人税割の税

率が引き下げられたことなどにより、前年度と比較して１５億４,０９３万円の減収と

なり、町民税全体でも１４億７,２９０万円の減収となっている。 

   固定資産税については、土地と家屋の評価替えがあり、土地分では地価の上昇傾向に

伴い２,９８６万円の増収、家屋分では減価が大きく影響し５,７７１万円の減収となっ



- 22 -

た。 

   また、償却資産分については企業の設備投資の減少により４,６７４万円の減収とな

り、固定資産税全体でも７,４５７万円の減収となっている。 

   増加となった科目は、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、国庫支出金及び町債

などであった。 

   一方、町税以外で減少となった科目は、配当割交付金、地方交付税、財産収入及び繰

入金などである。一般会計の歳出は、総額１３３億６,２２４万円で、前年度と比較し

４億５,０００万円の増加となっている。 

   主な増減内容を目的別歳出に見ると、減少した費目は、子育て世帯臨時特例給付金、

子育て支援減税手当及び臨時福祉給付金など民生費で４,１９５万円の減、保健センタ

ー空調等改修工事及び不燃物処理場解体工事の終了など衛生費で１億４６４万円の減、

教育施設整備基金積立金の減など教育費で２億１５２万円の減少となった。 

   次に増加した費目は、地方創生関係の次世代産業育成事業委託料、役場庁舎太陽光発

電設備、マイナンバー関連システム改修委託料及び税の過誤納還付金など総務費で４億

３,０１０万円の増、橋梁修繕工事、区画整理事業関係及び下水道事業特別会計繰出事

業など、土木費で１億６,２０７万円の増、太陽光発電設備、消防緊急無線デジタル化

整備及び消防団詰所設計・用地取得など、消防費で２億８８７万円の増などが主なもの

となっている。 

   特別会計全体では、歳入総額７１億４,７４３万円、歳出総額６９億４,８４４万円で、

前年度と比較し歳入が５億８,０７９方円（８.８％）、歳出が５億７,４６３万円（９.

０％）それぞれ増加となっている。 

   土地取得特別会計は、前年度と比較し歳入が４,８７４万円（６０.５％）、歳出が２,

８２９万円（４７.０％）それぞれ減少している。 

   歳入では、一般会計への用地売払収入が皆減し、歳出では、一般会計への繰出金の皆

減が主な要因となっている。 

   国民健康保険特別会計は、前年度と比較し歳入が４億２,７９５万円（１３.０％）、

歳出が４億７３１万円（１２.７％）それぞれ増加している。 

   歳入では、前期高齢者交付金、共同事業交付金などが増加となったが、国民健康保険

税、療養給付費等交付金などが減少となった。 

   歳出では、保険給付費が年々増加しているほか、後期高齢者支援金も増加となった。 

   国保加入世帯は、１４世帯（０.３％）の減、被保険者は１６５人（１.９％）減少し

ている。 

   後期高齢者医療特別会計は、前年度と比較し歳入が２,７９１万円（９.３％）、歳出

が２,６９５万円（８.９％）、それぞれ増加となった。 

   被保険者は２１８人（６.２％）増加している。 

   介護保険特別会計は、前年度と比較し歳入が７,６５７万円（５.０％）、歳出が、８,

００２万円（５.４％）それぞれ増加となった。 

   現年度賦課人数は８,１０５人で前年度より１７４人（２.２％）増加している。 

   幸田駅前土地区画整理事業特別会計は、前年度と比較し歳入が１億２,５０１万円
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（６０.１％）、歳出が１億１,５３４万円（５７.８％）それぞれ増加となった。 

   社会資本整備総合交付金の大幅な増加があったことが主な要因となっている。 

   農業集落排水事業特別会計は、前年度と比較し歳入が３４５万円（０.９％）、歳出

が４３８万円（１.２％）とそれぞれ微増している。 

   歳入では、受益者分担金が減少したものの、使用料及び繰入金が増加した。 

   歳出では、１３地区の維持管理費で処理場維持整備を初めとした費用が前年度と比べ

７５７万円（３.９％）増加している。 

   下水道事業特別会計は、前年度と比較し歳入が３,１３６万円（４.１％）、歳出が３,

１０７万円（４.１％）それぞれ減少となった。 

   歳入では、新規接続による使用料、繰入金が増加となったが、区画整理事業による受

益者負担金は減少となっている。 

   歳出では、区画整理事業区域内の整備が進んだことにより事業量が減少し、下水道建

設事業費が大幅に減少となった。 

   公債費については、町債の元金償還分が増加し、利子償還分が減少となっている。 

   未収金については、一般会計、国民健康保険を初めとする５特別会計において、国県

支出金を除く収入未済額の総額が４億３０８万円となっている。前年度と比較して若干

の減少が見られるものの、未納者一人一人の状況に応じたきめ細やかな対応と、悪質未

納者に対する厳正な処分、そして、新たな滞納繰越を発生させないため、現年分に重点

を置き徴収するなど、今後も継続的な取り組みが必要と考える。 

   水道事業会計は、前年度と比較し、年間総配水量は１万１,０００立方メートル（０.

２％）減量し、年間総有収水量は４万１,０００立方メートル（１.０％）増量している。 

   総収支比率は１２１.８％、経常収支比率１２１.８％、営業収支比率１０３.１％と

なっている。 

   供給単価は１４７.０８円（前年度１４７.２５円）、給水原価は１４８.５２円（前

年度１４５.６０円）となっている。 

   総収益は１.４％増加し、逆に総費用は８.９％減少しており、最終純利益は７,１８

１万円の増で１億３,７４４万円となっている。 

   引き続き清浄で豊富低廉な水の供給に向け、施設の耐震対策・ライフライン機能強

化・サービス向上を含めた総合的な事業の取り組みが必要と考える。 

   主要な財政指標の状況については、単年度財政力指数が１.２５（前年度比０.０３ポ

イント増）。 

   公債費比率は６.３％（前年度比１.５ポイント減）で、減少している。 

   今後も将来的な展望に基づいた計画的な起債に留意されたい。実質収支比率は９.

７％（前年度比０.７ポイント増）。経常収支比率は８０.４％（前年度比１.６ポイン

ト減）となり、前年度より改善され健全性が向上しているように思われるが、これは減

収補てん債１６億円を起債したことによる影響が大きく、数字上の低下と考えるべきも

のである。 

   起債に伴い自主財源比率は６６.３％（前年度比１４.５ポイント減）で、大幅に下降

した。 



- 24 -

   今後とも財源・資源の有効活用の徹底を基本としながら、経費の節減と事業の効率化

に引き続き努められたい。 

   以上を総括し平成２７年度は、法人町民税の大幅な減少の影響を受け、町税全体でも

前年度決算額を下回る結果となった。 

   財政指標においては、健全性が向上しているとするものの、リーマンショック後の厳

しい税収に戻る状況と見受けられる決算内容であった。 

   日本経済は、景気は緩やかな回復基調が続いているものの、法人住民税の一部国税化、

社会保障関係経費などの義務的経費の増大、さらには、消費税率の引き上げが予定され

ていることなど、本町の行財政運営に関しても予断を許さない状況が続くものと見込ま

れる。 

   限られた財源を有効に活用し、質の高い住民サービスを持続的に提供するため、各種

施策の推進に努められるとともに、さらなる事務事業の効率化や行財政運営の手法の見

直しなど、住民福祉の向上と持続可能なまちづくりに一層努力されることを望むもので

ある。 

   平成２８年８月１２日 

                           幸田町監査委員 山下  力 

                           幸田町監査委員 池田 久男 

   以上、簡単ではありますが、報告とさせていただきます。 

〔監査委員 山下 力君 降壇〕 

○議長（浅井武光君） 以上をもって、本日の日程は終わりました。 

   質疑をされる方は、議案質疑通告書を、本日、午後５時までに事務局まで提出をお願

いいたします。 

   本日は、これにて散会といたします。 

   次回は、９月５日月曜日、午前９時から再開いたしますのでよろしくお願いいたしま

す。 

   議会広報特別委員会を、本日、午前１１時４０分から第１委員会室にて開催をいたし

ます。委員の方は御出席をお願いいたします。 

   以上であります。 

   本日は御苦労さまでした。 

   ありがとうございました。 

                             散会 午前１１時２５分 
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